
平成30年10月1日から、
雇用継続給付の手続を事業主等が⾏う場合、同意書に
よって被保険者の署名･押印が省略できます。
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雇⽤保険法施⾏規則の⼀部を改正する省令が、平成30年10月1⽇に施⾏されます。

今後、雇用継続給付の手続きにあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険

者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同

意書」（以下「同意書」という。）を作成して保存(※１）することで、申請書への

被保険者の署名・押印を省略することができます。

その場合、申請書の申請者氏名・署名欄には、「申請について同意済み」と記載

してください（電子申請において申請される場合も同様です。）。→裏⾯参照

雇⽤継続給付の申請を⾏う事業主等の皆さまへ

※１ 保存期間は、完結の日から４年間となります。
※２ 本手続きが認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存して

いることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありませ
ん。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので御留意ください。

対象となる申請書等

●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・
（初回）高年齢雇用継続支給申請書

●高年齢雇用継続給付支給申請書

●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

〈⾼年齢雇⽤継続給付⾦〉

〈育児休業給付⾦〉

●育児休業給付金受給資格確認票・
（初回）育児休業給付金支給申請書

●育児休業給付金支給申請書

●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

〈介護休業給付⾦〉

●介護休業給付金支給申請書

●雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

同意書の様式

＜⾼年齢雇⽤継続給付の例＞

同意書の例については、厚⽣労働省のホームページ（URL:https://www.mhlw.go.jp/

stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html ） にWord形式ファイルが掲載

されておりますので、申請の際は、必要に応じてこちらをご活用ください。

留意点



＜育児休業給付⾦⽀給申請書の本⼈署名欄を省略する場合の記載例＞

＜雇⽤保険被保険者六⼗歳到達時賃⾦証明書の本人署名欄を省略する場合の記載例＞

申請について同意済

申請に
ついて
同意済

「同意書」を被保険者の

確認のもと作成・保存し

ている場合、「申請につ

いて同意済」と記載する

ことで、本人の署名・押

印に代えられます。

「同意書」を被保険者の

確認のもと作成・保存し

ている場合、「申請につ

いて同意済」と記載する

ことで、本人の署名・押

印に代えられます。

詳しくは、お近くの都道府県労働局又は公共職業安定所(ハローワーク)にお問い合わせください。
また、同意書を各事業主等が適切に保存していない場合は、不正とみなされる場合がありますので、
ご注意ください。


